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新たな果樹農業振興基本方針について 

＜現  状＞ ＜施 策 の 方 向＞ 
 ○国内需要のうち国産果実は４割。果実加工品需要のうち９割を輸入品

が占めており、国産シェアの拡大が重要。 

資料：園芸作物課調べ 注：①果汁、加工品については生果に換算している。  ②当該データは、メーカーや団体等への聞き取りをして整理した推計値である。 

 ＜果実の需給構造(平成23年推計)＞ 

 ○果実摂取量は働き盛り世代で特に少ない現状。世代別の
ニーズを踏まえたアプローチが必要。 

特に、摂取拡大の 
アプローチが必要な世代 
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 ＜世代別果実摂取量＞ 

 ＜果樹の主業農家の栽培面積規模別農家数＞ 

 ○規模別に見ると、２ha以上の農家は全体の15％に留まって
おり、園地集積を図りつつ、経営規模を拡大する必要。 

 ＜年齢別果樹農業経営者の割合＞ 

 ○農業経営者数は５年間で１割減少。60歳以上がその７割を占め
ており、次世代への承継や労働力の確保が課題。 

289(0.1%) 2,971(2.0%) 

17,031 
(11.1%) 

53,287 
(22.0%) 

73,908 
(30.5%) 

94,858 
(39.1%) 

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

22年 

(人) 

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 
69.6% 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
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(千戸) １ha未満の農家割合 
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２ha以上の農家割合 
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 ○平成26年の生鮮果実の輸出額は、ここ10年で最高の125億円。 

果樹の振興に向けた基本的な考え 

規模拡大 
次世代への継承 

実需者・消費者 
ニーズに対応した 

果実の生産 

高品質果実
の有利販売 

更なる 
所得向上 

所得向上 

 ＜所得向上を生み出す好循環＞   ＜「連携」の視点＞ 

加工 市場 

小売 

消費 

産地 

産地 

消費 

輸出 

IT 

研究 

産地 ・ 高品質果実の生産に始まる、所得向上
に向けた好循環を生み出すことが重要。 
・ 新たに、産地間連携や異業種を含めた
「連携」という視点で果樹施策を展開。 

・ 消費構造の変化に対応したサプライ
チェーンの構築、果実加工品を活用した
新需要の創出を推進。 
・ 生鮮果実等の新たな機能性表示、原
料原産地表示制度の活用を推進。 

＜果実を使ったメニューの社員食堂での提供＞ 

  

 りんごのコンポート  ソフトバンク本社 
 において、２日間 
 で２００食を提供。 
 「青森りんご御膳」  りんごとアボカドのサラダ 

 ポークソテーのりんごソース 

 りんごサラダ、 
 りんごと蕪の和風 
 クリーミーソース 

「１日１個のりんごは医者を遠ざける」をコンセプトに、企業の社員食堂でりんごを使用したメニューを提供 

  

・種なしで皮ごと食べられる手軽
さと優れた食味が特徴 
・消費者や市場からの高い評価 
・東北から九州まで広く普及し、
栽培面積は過去４年間で約８倍
に増加  

＜好循環を生みだす新品種＞ 

ぶどう「シャインマスカット」  
産地協議会 

連
携 

優良品目・品種に改植
した上で担い手に転貸 

農地中間 
管理機構 

  

(

転
貸) 

点在する 
園地 

・ 園地の集積 
・ 優良品目・品種に転換 

借り受け 

  貸し付け 
(転貸) 

古い品種 

新品種 

＜農地中間管理機構を活用した園地の 
集積・集約化、改植支援＞ ・ 次世代につながる農業経営モデル及

びキャリア展望の策定、果樹の特性に対
応した園地集積・規模拡大、収穫等をサ
ポートする労働力の確保等を推進。 
・ 高値で取引できる優良品目・品種への
転換の加速化、省力化や単収向上が期
待できる新技術の導入、安定供給のた
めの需給調整対策を推進。 

・ オール・ジャパン体制を構築し、「ジャ
パン・ブランド」の確立を通じて、輸出拡
大を戦略的に推進。 
・ 多品目周年供給体制の実現に向けた
検討、植物検疫や残留農薬基準等の
輸出環境の整備を推進。 

・ 果実の加工・流通・販売を通じた高付
加価値化を図るため、生産・流通・販売
等の各段階の関係者が連携しながら、
その価値を高めるバリューチェーンの
構築を推進。 

加工専用果実生産体制の拡大 

○新品種の導入 
○加工専用園地の設定 

放任園地 

専用園地 

○低コスト・省力栽培技術の導入 

農家レストラン・
直売所の設置 

コールドチェーン
の推進 

市場中間事業者 

インターネット 
販売等の取組 
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者 

品質を２週間保つ 
カットりんご 

ストレート果汁・カットフルーツ 

カットりんご 
自動販売機 

・ 濃縮果汁から消費者ニーズの高いストレート 
 果汁への転換 
・ 若年世代等の新たな需要の掘り起こしによる 
 販売量の拡大 
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高品質果実の生産 

○優良品目・品種への改植 

○ブランド化のさらなる推進 
地理的表示保護制度の活用等 

市場価値の向上による販売額の増大 

＜果実のバリューチェーンの構築（イメージ）＞ 
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132 

～
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(億円) 
【目標】 

かんきつ 
８億円 

りんご 
140億円 

かき 
６億円 

なし 
10億円 

163 

＜青果物の輸出目標＞ 
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 ＜主な生鮮果実の輸出の推移＞ 

（億円） 
（シェア％） 125 

102 

55 

81 
88 

生産面の対策の推進 

消費面の対策の推進 

輸出面の対策の推進 

流通・加工面の対策の推進 

資料：農林水産省「青果物の輸出拡大方針」、「青果物の品目別輸出戦略」 

果実の生産数量・面積目標 

※ 生産数量の上位５品目のみ抜粋。  ※※ 基本方針では、政令指定品目等の１５品目について、生産数量目標・面積目標を定めることとしている。 

放任園地の活用や加工向け低コスト栽培技術の
導入による新たな所得源の開発 

うんしゅう
みかん

りんご なし かき ぶどう 果実計

平成25年度 896 742 294 215 190 3,010

平成37年度
目標 802 797 298 246 212 3,090

生産数量
（千トン）

うんしゅう
みかん

りんご なし かき ぶどう 果実計

平成25年度 46,300 39,200 15,150 22,300 18,500 237,000

平成37年度
目標 39,900 38,300 13,324 22,300 18,300 226,000

面積
（ha）
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